
もしものPL事 故に備える保険

物賠償責任保険(中小企業製造物責任制度対策協議会用)

【商工3団体による中小企業会員のための全国制度】
～ 中小企業のための専用商品設計による書」安な保険料 ～

本制度に加入できる方は、中小企業基本法に定められている中小企業者のうち、中小企業製造物責任制度対策協議会を構成する3団体(日本商工会議所、
全国商工会連含会、全国中小企業団体中央会)のいすれかの傘下団体に属する方に限られます。これらの3団体の傘下団体を脱退し、保険加入期間開始
日時点でチF会員となつた場合は、この保険にはこ加入できませんのでこ注意ください。

※LPガ ス販売、旅館経営、航空機(部品)製造、専門職業人(税理士、薬局、薬店等)等の方は、本制度の対象にはなりません。
※医薬品・生薬・漢方薬製造。工事業等を行つてしヽる会員企業様は「リコール費用担保特約」を付帯できません。
※中小企業等協同組合法に規定する組合につしヽては、引受保険会社までお問しヽ合わせください。

□振込期間02010年 4月1日～5月31日

ロカロ入期間02010年 フ月1日午後4時～2011年フ月1日午後4時

□振込期間0毎 月1日～末日(6月以降)

ロカロ入期間0振 込月の翌々月1日午前0時～2011年 7月1日午後4時
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圏PL保険常J度の特長について
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を超える引受実績!!

オーブントースター

が発火し、家屋を全

焼させた。

造
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業だけではなく、販売業、飲食店、工事業、

業等幅広い業種が力1入対象!!
本制度に加入した中小企業の皆様が製造または販売した製品や、行つた仕事の結果が原因で、製品の引渡し後または仕事の

終了後に日本国内において他人の生命や身体を書するような人身事故や、他人の財物を壊したりするような物損事故(以下

[PL事故]といいます。)が遡及日(本制度に最初に加入した日。一度本制度から脱退した場合は、再度カロ入した日の翌日(中途

加入の場合は再カロ入日))以降に発生し、加入期間中に日本国内において皆様に対して損害賠償請求がなされたことによつて、

法律上の損害賠償金や争訟費用等の損害を被つた場合に、保険金をお支払いいたします。

■「中小企業PLfr険制劇 の発生事故のうち、約半数が請負業・販売業における事故です。

■請負業の事業者が加入する「請負業者賠償責任保険」では、工事・作業中の事故が対象であり、お客様へ引渡し後の

事故は補償されません。したがつてPLl呆険へのカロ入が必要です。

製造業 工事業
被保険者が製造した 被保険者が行つ

た防水工事に不

備があり、施工後、

損害額約6,700万 円

請農業
被保 険者 が

風呂ボイラの

メンテナンス

を誤つたため、入浴者が一酸化炭素中

毒で死亡した。

損害額約4,000万 円

納入先が製造・封入した生クリームが

漏出し、損害が発生した。

損害額約300万 円

雨水が建物内に漏れて、内装設備等を

汚損させた。

損害額約1,900万円

事で約200名 が食中毒症状を訴えた。

調査の結果、卵に付着したサルモネラ

菌が原因と判明した。

損害額約1,400万円

【PL保険制度の事故例】

被保険者が製造した

食品用の袋に製造上

の欠陥があつたため、

被保険者である水産物

卸売業者がウエをホテ

ルに納入したところ、腸

炎ビブリオが発生し、ホテルの

約40人 が食中毒となつた。

損害額約300万 円

被保険者の飲食

店が提供した食

[ご〕口入タイプ](次の4タイプからお選びください。)
※「食中毒利益担保特約」のこ案内:飲食店、食品製造

業、食品販売業の各事業者の皆様は、食中毒の発生

により営業が休止または阻害された場合の喪失利

益等を補償する「食中毒利益担保特約」をこ契約す

ることができます。詳細は募集代理店または引受保

険会社にお問い合わせください。
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本特約に加入した中小企業者の皆様が製造・販売した製品の欠陥が原因で、下記(a)～(d)の事故が実際に発生した場合に、皆様が被書拡大

の防止を目的としてその製品の回収、検査、修理等の措置(リコール)を実施することによつて支出する費用損害の900/oに対して、支払限度額の

範囲内で保険金をお支払いします。皆様の製品の供給先の事業者がリコールを実施し、その費用を求償された場合も補償の対象となります。

(a)死亡・後遺障害 (b)治 療に要する期間が30日 以上となる傷書・疾病 (c)一 酸化炭素中毒 (d)火 災による財物の焼損

*2007年 5月に施行された改正消費生活用製品安全法により、

①製品の不具合による重大製品事故(死亡事故、重傷事故、一酸化炭素中毒、火災)が発生した場合には、事故発生を知つた日から10日

以内に経済産業省へ報告を行うことと義務付けられています(製造業者、輸入業者が対象)。
②報告受付後、事故の概要が主務大臣により公表されます。さらに重大な危書の拡大防止等の観点から、必要がある場合には、詳細な
情報に加えて再発防止策等を含めて公表されます。

③その後、報告・立入検査を行い、危書の発生、拡大を防止するために、必要があると認めるときは、製品回収等の危書防止命令を、報告
義務不履行に関して|よ体制整備命令を発動します。

【リコールが発生し、社告を行つた事例】
液晶テレビのトランス回路の不良が原

因で、漏電による火災が発生した。完成

品メーカーがリコー

ルを実施し、原因と

なつた部品の製造

メーカーに対して、

損害を一部求償した。

魚介の缶話に細菌が混入しており、食
べた消費者が後遺障害を負つた。製造

メーカーがリコール

を実施した。

ガス暖房機の構造の欠陥が原因で、
一酸化炭素中毒による死亡者が出た。

完成品メーカーがリ

コールを実施し、原因

となつた部品の製造

メーカーに対して、損

害を一部求償した。

★保険金のお支払しヽにつきましては、次の要件をすべて満たしてしヽることが必要です。

①保険期間中に引受保険会社に対してリコール実施決定の通剣が行われていること

②リコールの対象となる製品が日本国内に存在すること

③法令の規定に基づき事故の発生を行政庁に報告してしヽること、または行政庁によリリコールを命じられてしヽること
★リコール費用担保特約におしヽて、「製品」と|よ、製造・販売した日にかかわらす、初年度契約の始期日(本特約に最初に加入した日。一度
本特約を削除した場合は、再度付帯をした日)以降にカロ入者の占有から離れたものをいいます。初年度契約の始期日より前に出荷流通
してしヽる製品に関する事故や回収費用|よ対象となりませんのでこ注意くださしヽ。

★複数業種ある場合は、リコール費用担保特約対象業種のみ本特約にこ加入しヽただけます。

こ力田入タイプ ]PL保 険制度のご加入タイプにかかわらす、本特約のこ契約タイプは次の2通りとなります。

1億円¶緊憾   )3000万 円
・
盟盟馨瑞認期面墨。%*)

タイプ  ・ 免責金額(自己負担額)なし  タ イプ ・免資金額(自己負担額)なし

*リコール費用担保特約は、損害の額に900/oを乗じた額を保険金としてお支払いいたします。
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ご力1入にあたつて
中小企業PL保 険制度

に力|八できる方

この保険契約は3団 体を保険契約

者とし、3団体傘下団体の中小企業

会員の皆様を被保険者とする生産

物賠償責任保険団体契約となり、保

険証券を請求する権利・保険契約を

解約する権利等は3団体が有します。

本制度に加入できる方は、中小企業基本法に定められている中小企業者*1のうち、中小企業製造物責

任制度対策協議会を構成する3団体(日本商工会議所、全国商工会達含会、全国中小企業団体中央会)

のいすれかの傘下団体*2に属する方に限られます。これらの3団体の傘下団体を脱退し、保険カロ入期

間開始日時点で非会員となつた場合は、この保険にはこ加入いただけませんのでこ注意ください。

* 1

小売業

サービス業

卸売業

製造業 その他

5,000万 円以下 または

5,000万 円以下 または

1億円以下 または

3億円以下 または

* 2

全国各地の商工会議所、

商工会、中小企業団体中

央会傘下の協同組合等

50人 以下

100人 以下

100人 以下

300人 以下

2  製 舗 ■入期間
皿  :818髪書昌31昌撃是

2010年    2010年 フ月1日 午後4時から

5月31日 (月) 2011年 フ月1日 午後4時 まで

口 E劉

0年鋼 旧 鵬 毎月帥
ゴ れ 鰍 鰈

鵬

※土・日・祝日の場合はその直前の営業国

保険料の計算万渡

貴社の「業団 、「前年度売上高」、お選びいただいた励口入タイプ」により保険料が算出されます。上記

の3点を募集代理店または引受保険会社にお伝えいただければ責社の保険料を算出いたします。

※1前 年度売上高と|よ、加入申込時に把握可能な直近の会計年度1年間の売上高をいいます。保

険期間中の売上高による精算は、原貝」として行しヽません。なお、こ申告しヽただしヽた売上高が

把握可能な最近の会計年度の売上高に不足してしヽた場合には、その不足する害」合により保

険金を肖」減することになりますのでこ注意ください。

※22009年 度契約より最低保険料(1,000円)が適用されます。

◎保険料のお振込みとこ力1入手続きについて
2010年 度より、更新加入のお雪様と新規(中途)加入のお客様で、保険料お振込方法が異なりますのでご注意ください。

①「更新カロ入依頼書」右下の<更新保険料お振込先>に記載している三菱東京UFJ銀行のこ指定回座へ保険料をお振込みください。
・お振込は、各金融機関*3の 窓回、ATM、インターネットバンキングいすれでも可能です。
*3銀 行・信託銀行。信用金庫・信用組合,労働金庫・」Aバ ンク(農協等)。ただし、ゆうちょ銀行からの

振込み|よ、お客様のゆうちょ銀行回座からのみ可能です。
・振込手数料はこ加入者様の負担となりますので、振込手数料は差し引かすにお振込みくださしヽ。なお、

振込手数料は、振込元金融機関・振込方法・振込金額等によつて異なりますので、こ注意くださしヽ。
・振込回座|よお間違えのなしヽようにこ注意くださしヽ。振込回座を間違えた場合、入金が確認できすに契

約が成立しなしヽ可能性があります。
。こ指定の振込口座は更新保険料お振込時1回のみこ利用しヽただけます。2回目以降のお振込みはでき

ませんのでこ注意くださしヽ。
●更新保険料の振込金額に誤りがあつた場合は募集代理店にこ連絡くださしヽ。

②更新保険料をお振込み後、更新加入依頼書右下の「保険料振込日」「振込元金融機関(カナ)」「支店名(カナ)」欄へのこ記

入をお願いいたします。

③更新カロ入依頼書は更新保険料をお振込みいただいた後、忘れすに募集代理店に置提出ください。保険料のお振込みと

加入依頼書のこ提出があつて、はじめてこ契約が成立いたします。

更新加入

のお客様

銀行振込

お振込みに

あたつての

こ注意

保険料をお振込み後、

ゆうちょ銀行から以下の

2点 が返却されます。

①帳首払込請求書兼受領書」
→お客様にて保管してください。

②院替払込受付証明書」
→励]入依頼書」(6枚複写)の2枚目
の指定箇所に貼付してください。

①所定の「振替用紙」に払込人住所氏名、金額(保険料)の他必要事項をこ記入くださしヽ。(必す所属団体用の振替用紙をこ使
用くださしヽ。)

[碗意  」 盟 醒ぐ留1 褪 ]
全国商工会議所PL団体保険制度<中 堅・大企業向>の 振替用紙|よこ使用になれませんのでこ注意くださしヽ。

②こ記入された「振替用紙」を使用し、最寄りのゆうちょ銀行(郵便局)窓口から保険料をお振込みくださしヽ。(払込手数料は

払込人負担となつておりますのでこ注意くださしヽ。)2007年 1月から、金融機関での10万円を超える振込み時には本人

確認(登記事項証明書、印鑑登録証明書等の提示)が求められることになりました。これに伴い、本保険制度につきまして

も、お振込みいただく保険料が10万円を超える場合には、窓口で本人確認が求められます。本保険制度の保険料をお振込

みいただく際は、こ面倒をおかけいたしますが、こ理解・ご協力の程、よろしくお願いいたします。

①加入依頼書に必要事項をこ記入・押印のうえ、6枚目(加入者控)をはすし、すみやかに、募集代理店にご提出ください。
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補償内容の詳細
お支払しヽする場合につしヽて|よ01、02ペ ージをこ参照くださしヽ。

いする保険金・保険金お支
以下の損害が保険金のお支払いの対象となります。

①法律上、被害者に支払うべき損害賠償金
②万一訴訟になった場合の弁護士費用等の争訟費用
③被害者に対する応急手当、護送、その他の緊急措置に要した費用 ③既に発生した事故に係る損害の発生・拡大の防止に必要または有益な費用

<保 険金のお支払方法>
・①は、①の損害額から免資金額(自己負担額)を控除して、支払限度額を限度にお支払いします。・②～⑥は、実額をお支払いします。ただし、②について損害賠償金の額が支払限度額を超える場合は、支払限度額の損害賠償金に対する割合によってお支払いします。※損害賠償金および費用(緊急措置費用を除く)の支出にあたって|よ引受保険会社の承認が必要となりますので、事前に引受保険会社にこ連絡くださしヽ。

次の事由等によって生じた損害については保険金をお支払いできません。
。こ契約者・被保険者の故意 : ・製品のリコール費用(リコール費用担保特約で対応いたします。)。戦争、変乱、労働争議、暴動や地震、噴火、洪水、津波または高潮    | ・ 日本国外で発生した事故または日本国外でなされた損害賠償請求、・他人との特別の約定により加重された賠償責任          :  日 本国外の裁判所に提起された損害賠償請求・従業員の業務従事中の傷書、疾病およびこれらによる後遺障害・死亡に起因する賠償責任  : ・ 遡及日(被保険者ことに本制度に最初に加入した日。一度本制度から脱退した場合aJと ,レ 祉 告 ん席 た とヽ コ・士 +ヽ `―土コEコ‐‐ワ 回十― ― ―・排水、排気(煙を含みます)に起因する賠償責任            :  は 、再度加入した日の翌日(中途加入の場合は再カロ入日))より前に発生したPL事故・被保険者が故意または重大な過失により法令に違反して製造、販売も i ・ 医薬品等*4、食品、農薬について製品の効能が発揮できなかったことしくは提供した生産物または行つた仕事の結果に起因する損害    :  に 起因する損害・製造・販売した製品自体、または仕事の目的物のうち事故原因となった作業が加え i 。 他人の生命や身体を書するようi
られた財物自体の損壊・修理・交換・使用不能(他人の生命や身体を書するような人 |                  な

人身事故や、他人の物を壊したりす
i  る ような物損事故が発生せすに、経済損害のみが発生した事故

身事故や、他人の物を壊したりするような物損事故が発生した場合を含みます。)  i ・ 他人の生命や身体を書するよう泊〔人身事故が発生しない精神的被害 等
*4医 薬品等につしヽては、この他にも特有の免責があります。詳細は募集代理店または引受保険会社にお間しヽ合わせくださしヽ。

④引受保険会社の求めに応じて、その協力のために加入者が支出した費用
⑤他人に対する求償権の保全または行使のために要した費用

-保険金お支払いの対象となる費用は次のとおりです。ただし、製品のリコールを実施するうえで必要かつ有益な費用で、リコールの実施を目的とするものに限ります。また、引受保険会社が通知を受けた日から1年以内に発生した費用に限ります。

‖とやぺ田
(e)回収生産物の一時的な保管を目的として臨時に借用する倉庫または施設の賃借費用
※製品の修理費用、代替品の製造・仕入費用、お客様への返金費用|よ対象と

<保 険金のお支払方法>

お支払いする保険金の額は、次の算式によります。ただし、1被保険者に対して保険期間を通じご加入の支払限度額(1億円あるいは3,000万 円)が限度となります。お支払いする保険金の額=損 害の額×縮小支払割含(90°/o) ⌒

(f)回収等の実施により生じる人件費のうち通常要する人件費を超える部分(回
収生産物の修理または代替品の製造・仕入にかかわるものは除きます。)

(g)回収等の実施により生じる出張費および宿泊費等(回収生産物の修
理または代替品の製造もしくは仕入にかかわるものを除きます。)

(h)回収生産物の廃棄費用

なりませんのでこ注意くださしヽ。

・保存期間または有効期間を限定して販売された生産物についてその
期間経過後に生じた品質劣化等・
確響樹惚雰暑塁翠藩櫂饗提惚冒娠査属穐梶詮ま密皇歓呂墜堅

性、爆発
・生産物の修理または代替品のかし
・保険契約者、被保険者が初年度契約の保険期間の初日より前に事故の発生またはその
おそれが生じたことを知つていたとき、または知つていたと台理的に推定されるとき

の 保険金のお支払いの      主 な場合
次の事由等によって生じた損害については保険金をお支払いできません。
・ご契約者、被保険者またはこれらの者の法定代理人の故意または重大
な過失による事故の発生

。こ契約者、被保険者またはこれらの者の法定代理人の故意または重大
な過失による法令違反

・被保険者に対する脅迫行為または加害行為
・生産物の自然の消耗、磨滅、かび、むれ、腐敗、変色その他類似の事由

詳細|よ約款の免責事由をご参照ください。

・本制度においては、加入者の個々のお支払い限度額とは別に、加入者数に応じて契約全体でのお支払限度額
(保険証券総支払限度額)が、200億 円を下限とし、「カロ入者数Xl億円X(0.5%～ 2.00/0)」で設定されます。・お支払いした保険金の額*5が 、保険証券総支払限度額に達したときは、以後一切の保険金をお支払いすることが
できなくなりますのでこ注意ください。(リコール費用担保特約に基づく保険金は除きます。)。なお、保険金は加入者の損害(賠償金、争訟費用等)が確定し、保険会社に対して保険金請求の手続きをとった順に支払われます。

*5上 記「PL保 険制度● お支払いする保険金・保険金お支払い方測 の①の損害額の合計をしヽしヽます|。

(2)襟
掻霜岩努皇 |・

本保険制度全体の実績により、次年度以降、保険料の調整が行われることがあります。

圏Pと保険制置 04



リコールQ&A
「リコール」つて報道で見る限り

年に10件もないのでは?

2006年    2007年    2008年

※件数|よ2009年 3月31日現在で、再社告・リコール件数

を含みます。

<出 典>NITE・製品安全センター発行「生活安全ジャーナル第8号」

家電や車以外に「リコール」つて

あまり起こうないのでは?

でも「リコール」つて販売している

完成品メーカーの責任ですよね?

だけでなく部品メーカーや販売業者も

リコールの責任は発生します。

■リコール発生事例(最終完成品メーカー以外のケィス)

①挺亀統量員塁室患竃どん。①ジ経鑑乳 。

そんなことはありません。 それだけではありません。
幅広い品目でリコールは実施されています。

■社告回収一覧(平成21年1月～5月)

身のまわり品

Ｏ

①
０
０

「リコーJレ」は不良品の回収に

関わる費用を負担すればいいの?

■例えばこの様な費用がかかります。

□新聞、雑誌、テレビ、ラジオまた|よこれらに準じる

媒体による社告費用

□電話、フアクシミリ、郵便等による通信費用(文

書の作成費および封筒代を含みます。)

□回収生産物か否かまたは不具合の有無につしヽて

確認するための費用

□回収生産物また|よ代替品の輸送費用

□回収生産物の一時的な保管を目的として臨時に

借用する倉庫また|よ施設の賃借費用

ロリコールの実施により生じる人件費のうち通常

要する人件費を超える部分

ロリコールの実施により生じる出張費および宿泊費等

□回収生産物の廃棄費用

発生しています。

部品業者にも

リコールの

責任発生

輸入業者に

リコールの

貫任発生

乗物・乗物用品

<出 典>NITE・製品安全センター発行「生活安全ジャーナル第8号」

これだけ身近なリスクで費用もかかる「リコール」に対して万全な対策をするために

支払限度額
“
1億円タイプ

"も
ご用意しました!!

すでにご加入の方もさらに補償の厚い
“
1億円タイプ

"へ
のこカロ入をオススメします。
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前年度売上高が2億円超の事業者の場合、保険料が害」安になりますので、下の
算式の中から該当するものを選び保険料算出用売上高を計算してください。
※1前 年度売上高と|よ、加入申込時に把握可能な直近の会計年度1年間

の日本国内における売上高をしヽいます。
※2過 少申告を行つた場合、その不足する割合により支払しヽ保険金が削減されます。

|ご 参 考 1保 険料計算シート「TR険料のお見積り」

保険料の詳細は、募集代理店または、引受保険会社にお問い合わせください。
(保険料計算シート等を用いて詳細のご案内をいたします。)

売上高 ロカロ入期間
加入期間は保険料振込月の翌々月の1日からとなります。(ただし新規・

更新加入契約7月 にお振込いただしヽた場合は7月1日始期になります。)
下表にて加入期間をこ確認くださしヽ。

皿
瑚
瑚
鋼
鋼
郷
慨

月

月

月

２
　
３
　
４

皿朗
貴 社 の 前 年 度 売 上 高

(百万円以上は百万円単位に四捨五入、百万

円未満は百万円に切上、小数点不可)

百万円

― 該当する計算式で計算してください。

2010年 4～ 5月

2010年   6月

2010年   7月

2010年   8月

2010年   9月

2010年   10月

2010年   11月

2010年   12月

2 0 1 1 年  1 月

2011年

2011年

2011年

2億円以下

2億円を超え5億円以下

5億円を超え10億円以下

10億円を超え30億円以下

30億円を超え80億円以下

80億円を超え200億円以下

200億円超

計算結果
(百万円単位に四捨五入、
小数点不可)

ヒ:王=王D百万円
0.55 × ⊂:三::D百 万円+   90百 万円

0。31X〔三=:コ印刑+ 210所 円
0.26 × 〔==三 =D百万円+  260百 万円

0。1 4× 匡 = D百万円+  6 2 0百 万円

0.10×〔====D百万円+  940百万円
=LX匝 コ 酬 十〔 〕所円

ヤ

□ 保険料算出用売上高

百万円

11か 月

10か 月

9か 月

8か 月

フか月

ヤ

□ 保険料算出用売上高

百万円

詳細は募集代理店にお問い合わせください。

<適 用料率>

リスク区分コード    |

□ 保険料算出用売上高

百万円

回 加入期間

※3葉
鷲1絶 祭 襴 関 瑞盟炉麒掘 12ヵ明

を計算します。この場合でも、保険期間中の実際の売上高による精算は、原則として行いません。

口
■
■

口
■
■

t        十年|        1月に振込する場合
回 加入期間

か月間

S型の戦旨圏騨牌
円、
)   蔦

回 加入期間 起つ掛罷闘翻削   円
B型(捨鑑墜盟麟暦,) 円

C型(捨灘婆軽犀祥
円
) 円

(1〕丹ヱ 吾句

(lW否]騨静〕

×  × =

×匠三ヨ=
<適 用料率>

円

PL保 険 +リ コール費用担保特約の含計保険料
円

その他

注意点

●操鷲秦押歩デ断鴎 冊増腫 ジ島嬰盟橋滅 夕   樋 ア捕
0筆揮謙路蠣羅話縫誰潔花設11堰朝褥添温誘評憲錨鯉継繁転毬酬壱謎轄

ください。もちろん補償はお手続日に応じた始期日からスタートしておりますのでご安心ください。

。
字雲軽緞 1卍後庭香習声

の大切なことがらが記載されていますので、こ一読のうえ、カロ入者証とともに保険期間の終

0中 小企業PL保 険制度につきまして、保険期間中の「こ加入タイプの変更」はできませんのでご注意ください。

。鋸薔晶関擢罫緊罫譜珊譜騨婆誤欺品 経話憑軍薯
櫛釧蛇輔望される騎は、

。すぐ 弥壇あ堅晏孫堡霊昌話盤ぱ晋旨雪蠣緊認衰唱督寅さ銚捌搬雑程尋務茎猛ほ
できないことがありますのでご注意ください。

田PL保険翻E06



損害賠償請求がなされた場合、損害賠償請求がなされるおそれのある事
故またはその原因となる事由が発生したことを知つたときには、遅滞なく、
その事故または事由の具体的状況等を、書面にて加入手続きをされた募
集代理店または引受保険会社にご連絡ください。こ連絡が遅れた場合に
は、保険金を減額してお支払いすることがありますのでご注意ください。
保険金請求権には時効(3年)がありますのでこ注意ください。

[リコール費用担保増約 ]
回収決定の原因となるおそれのある事故の発生を知つたときには、その事故また
は原因もしくは事由の具体的状況等を、また、回収が決定した場合は、すみやかに
回収の方法等を、書面にて加入手続きをされた募集代理店または引受保険会社に
こ連絡ください。回収決定の通知が遅れたり、損害が確定した日または回収決定通
知から1年が経過した日のいすれか早い日から30日以内に保険金請求書その他必
要書類の提出がない場合は保険金を減額してお支払いすることがありますのでこ
注意ください。また、保険金請求権には時効(3年)がありますのでご注意ください。

に連絡いた関挿周儲ザ 審iさチ 、褪ブ婚馳緊摘回選推轟繁副響発の他の中
く示談交渉サービスは行いません>この保険には、保険会社が被害者の方との示談交渉を行う「示談交渉サービス」はこざいません。したがいまして、この保険が適用されると考えられる
事故が発生した場合には、引受保険会社の担当部署からの助言に基づき、加入者こ自身が、被害者の方との示談交渉を進めていただくことになりますので、あらかじめこ了承ください。なお、
引受保険会社の承認を得なしヽで、こ加入者損1で示談締結をされた場合に|よ、示談金の全部または一部を保険金としてお支払しヽできない場合がありますので、こ注意ください。
<保険金請求の際のこ注意>責任保険におしヽて、被保険者に対して損害賠償請求権を有する保険事故の被害者|よ、被保険者が引受保険会社に対して有する保険金請求権(費用保険金に
関するものを除きます。)について、先取特権を有します(保険法第22条第l頂)。「先取特梱とは、被害者が保険金給付から他の債権者に先立って自己の債権の弁済を受ける権利をしヽいま
す。被保険者は、被害者に弁済をした金額または被害者の承諾を得た金額の限度においてのみ、引受保険会社に対して保険金を請求することができます(保険法第22条第2項)。このため、
被保険者からの請求を受けて引受保険会社が保険金をお支払いできるの|よ、費用保険金を除き、次の①から③までの場合に限られますので、こ了解くださしヽ。
①被保険者が被害者に対して既に損害賠償としての弁済を行つてしヽる場合 ②被害者が被保険者への保険金支払を承諾していることを確認できる場合 ③被保険者の指図に基づき、引受保険会社から被害者に対して直接、保険金を支払う場合

●告知義務:カロ入依頼書に★または☆が付された事項は、 ● この保険契約は下iBのSI受保険会社による共同保険契約であり、東京海上日 ● 中途脱退する場合には、加入期間中の売上高に応じた
こ加入に関する重要な事項(告知事項)です。こ加入時  動 火災保険(株)が他の]受保険会社の代理・代行を行います。傾書サービス  保 険料を計算し追加請求・返還を行います。
にこれらの事項に正確にお答えいただく義務がありま   に ついては、原則として募集代理店所属保険会社が他の]1受保険会社の]隈 ● 募集代理店は委託契約に基づき、保険契約の締結、契約
す。これらが事実と異なる場合やこれらに事実を記載  割 合分もあわせて代理,代行を行います。)各号受保険会社は5隈割合に応じ  の 管理業務等の代理業務等を行つてしヽます。したがしヽま
しなしヽ場合は、こ契約を解除し、保険金をお支払いでき   て 、連帯することなく単独個別に責任を負います。なお、5受割合(7/1までに  し て、募集代理店と締結され有効に成立した契約につき
ないことがあります。                  決 定)につきましては団体窓日にこ確認いただけます。5隈保険会社の経営  ま して|よ、引受保険会社と直接契約されたものとなります。

●通知義務:こ加入後に加入依頼書に☆が付された事項(通   が 破綻した場合等には、保険金、返れし畦等の支払いが一定期間凍結された ● この保険は、商工3団体(日本商工会議所、全国商工会連
知事項)に内容の変更が生じた場合は、遅滞なく取扱代理   り 、金額が削減されることがあります。なお、]隈保険会社の経営が破綻し、こ  合 会、全国中小企業団体中央会)を保険契約者とし、商正
店または引受保険会社にこ連絡いただく義務があります。   契 約者が個人、あるいは、岡ヽ規模法閃搬綻時に常時使用する従業員等の数  3団 体の傘下団体の会員を被保険者とする中小企業PL
こ連絡がない場合や、変更の内容によりまして|よ、こ契約   が 20人以下の日本法人、外国法人(日本における営業所等が締結した契約に  保 険制度生産物賠償責任保険(中小企業製造物責任制
を解除し、保険金をお支払しヽできないことがあります。    限 ります))またはマンション管理組合である場合には、この保険は隈害保険  度 対策協議会用)団体契約です。保険証券を請求する権

●他の保険契約等がある場合:この保険契約と重複する保   契 約者保護機構」の補償対象となり、保険金、返れい金等は原則として80%  利 、保険契約を解除する権利等は商工3団体が有します。
険契約や共済契約(以下「他の保険契約等」といいます)が   搬 綻保険会社の支払停止から3か月間が経過するまでに発生した保険事故 0こ のパンフレットは、中小企業PL保険制度生産物賠償責
ある場合|よ、次のとおり保険金をお支払しヽします。      に かかわる保険金については100%)まで補償されます。         任 保険(中小企業製造物責任制度対策協議会用)の概要・他の保険契約等で保険金や共済金が支払われていない   ※ こ契約者が個人等以外のものである保険契約であつても、その被保険者  を ご紹介したものです。詳細は契約者である団体の代表
場合i他の保険契約等とは関係なく、この保険契約のこ    で ある個人等がその保険料を実質的に負担すべきこととされているもの  者 にお渡ししてあります保険約款によりますが、保険金
契約内容に基づしヽて保険金をお支払いします。        の うち、その被保険者にかかわる部分については、前記補償の対象となり  の お支払い条件、こ加入手続、その他こ不明な点がありま・他の保険契約等で保険金や共済金が支払われている場    ま す。詳細は、募集代理店または3受保険会社までお問い合わせください。  し たら、募集代理店または引受保険会社にお問い合わせ
含:損害額から既に他の保険契約等で支払われた保険金 O① 廃業、倒産、吸収合併の場合、②商工3団体の会員でな  く ださい。こ加入を申し込まれる方と被保険者が異なる
や共済金を差し引いた残額に対し、この保険契約のこ契   く なりかつ中途脱退の申出があった場合、を除き中途脱  場 合|よ、このパンフレットの内容を被保険者にこ説明い
約内容に基づしヽて保険金をお支払いします。        退 ができませんので、こ注意くださしヽ。           た だきますよう、お願しヽいたします。

【改定のご案内】謎鞣鼎諜聞キ埋留紀劉i薙穐闇鵠経摺謡緊酪抽
注舶 慨下のとおりです。

(1)「緊急措置費用」と悔 書防止軽減費用」に支払限度額が適用されなくなります。
法律上の損害賠償金以外の費用損害(争訟費用、緊急措置費用、損害防止軽減費用および協力費用)につきましては、原則としてその全額をお支払い対象といたします。これま
で緊急措置費用と損害防止軽減費用につきましては法律上の損害賠償金と合算のうえ、支払限度額を適用してきましたが、改定により支払限度額の適用がなくなりました。

(2)「先取特個 についての取扱いが約款上規定されます。
保険法改正により、2010年4月1日以降、責任保険におしヽて|よ、被保険者に対して損害賠償請求権を有する保険事故の被害者は、被保険者が引受保険会社に対して有する保険金
請求権(費用保険に関するものを除きます。)について、先取特権を有することとなります。「先取特権」とは、被書者が保険金給付から他の債権者に先立って自己の債権の弁済を受
ける権利をいいます。被保険者は被害者に弁済をした金額または被害者の承諾を得た金額を限度に保険金を請求できますが、保険金をお支払いできるの|よ次の場合に限られます。
①被保険者が被害者に対して既に損害賠償としての弁済を行つてしヽる場合
②被書者が被保険者への保険金支払いを承諾していることを確認できる場合
③被保険者の指図に基づき、引受保険会社から被害者に対して直接、保険金を支払う場合

(3)その他
上記のほか、告知義務および通知義務の内容、他の保険契約がある場合の保険金の支払方法、保険金請求権の時効等に変更があります。改定後の内
容につしヽての詳細はパンフレットをこ参照ください。

引受保険会社(2010年 度)本 保険制度の引受保険会社は、以下のとおりです(50吉 順)。 ※ ◇印の保険会社は「リコーlレ費用担保特約」を扱つてしヽます。

ご連絡先

募集代理店

募集代理店所属保険会社

団体名等

※事務管理代理店|よ会員所属団体が商工会議所の場合は(有)石垣サービス、商工会の場合|よ(株)8、るさとサービス、中小企業団体中央会傘下の協同組合等の場合は 1704-4952‐07449‐2010年 2月竹Fテ尤
(有)エヌ・エス・エイサービスとなります。募集は上記募集代理店が行いますので、こ〕]入方法・商品内容等のこ質問は上記募集代理店までお問い合わせください。      E14‐ 30790(5)10.3Uu直 (音[)


